
様式第23の2（第4条の2関係）（平28総省令30・追加、令元総省令19・一部改正）第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者に係る報告年4月1日から年3月31日まで事業者名特定関係法人である電気通信事業者の名称注用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  


